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問 

総
務
課 

防
災
庶
務
班

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
０

南
魚
沼
市
総
合
防
災
訓
練

７
月
第
一
日
曜
日
は
南
魚
沼
市
総

合
防
災
訓
練
の
日

日
７
月
１
日
㈰

　
午
前
７
時
～
11
時

主
会
場　
六
日
町
小
学
校

　
自
然
災
害
や
大
規
模
火
災
な
ど

に
備
え
、
防
災
意
識
の
高
揚
と
防

災
技
術
の
向
上
を
目
的
に
、
総
合

防
災
訓
練
を
実
施
し
ま
す
。
主
会

場
と
各
行
政
区
で
そ
れ
ぞ
れ
訓
練

を
実
施
し
、
主
会
場
で
は
参
加
型

の
体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
を
用
意
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　
当
日
は
、
午
前
７
時
ご
ろ
に
市

内
全
域
で
サ
イ
レ
ン
が
鳴
り
ま
す
。

ま
た
、携
帯
電
話
会
社
（
ド
コ
モ・

ａ
ｕ
・
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
）
か
ら
緊

急
速
報
メ
ー
ル
・
エ
リ
ア
メ
ー
ル

が
配
信
さ
れ
ま
す
。
災
害
・
火
災

な
ど
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

主
な
訓
練

　

参
加
型
体
験
（
消
火
・
濃
煙
、

降
雨
、
土
砂
災
害
、
土
の
う
づ
く

り
、
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
炊
き

出
し
な
ど
）、
非
常
招
集
、
無
線

伝
達
、
災
害
対
策
本
部
設
置
、
被

害
状
況
報
告
、
避
難
、
防
災
ラ
ジ

問
 
問合せ 申 申込み 日 日時

会
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⃝わたしたち南魚沼市民は、人間を大切にします。　
⃝わたしたち南魚沼市民は、自然を大切にします。
⃝わたしたち南魚沼市民は、ものづくりを大切にします。
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オ
・
メ
ー
ル
配
信
シ
ス
テ
ム
に
よ

る
情
報
伝
達
、
高
所
救
出
、
一
斉

放
水
、
非
常
電
源
設
置
・
供
給
、

マ
ン
ホ
ー
ル
ト
イ
レ
設
置
な
ど

※
緊
急
自
動
車
な
ど
が
市
内
各
地

を
走
行
し
ま
す
。
交
通
事
故
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

問
・
申 

市
民
課 

国
保
年
金
係

　
☎
７
７
３
‐
６
６
６
１

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
と

猶
予
の
受
付
を
行
い
ま
す

　
国
民
年
金
は
、
20
～
60
歳
の
す

べ
て
の
人
が
加
入
す
る
基
礎
年
金

で
す
。

　
平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
、
月

額
１
６
，３
４
０
円
で
す
。
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
人
は
、免
除・

猶
予
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
全
額
免
除
」「
４
分
の
３
免
除
」

「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免
除
」、

50
歳
未
満
に
限
り
全
額
が
納
付
猶

予
さ
れ
る
「
納
付
猶
予
」
が
あ
り

ま
す
。
免
除
・
猶
予
を
希
望
す
る

人
は
、
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
後
に
前
年
所
得
、
扶
養
人

数
、
失
業
な
ど
の
理
由
に
よ
り

審
査
を
行
い
ま
す

免
除
・
猶
予
対
象
期
間

　
７
月
～
平
成
31
年
６
月

申
請
受
付　
７
月
２
日
㈪
か
ら

申
請
先　
市
民
課
、
大
和
・
塩
沢

市
民
セ
ン
タ
ー
、
六
日
町
年
金

事
務
所

問 

水
道
課 

水
道
業
務
係

　
☎
７
７
４
‐
３
１
４
１

水
道
メ
ー
タ
ー
を

交
換
し
ま
す

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
で

検
定
有
効
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
市
で
は
、
検
定
有
効
期
間

が
満
了
と
な
る
メ
ー
タ
ー
を
交
換

し
て
い
ま
す
。

　
市
が
委
託
し
た
業
者
が
交
換
を

行
い
、
作
業
後
に
メ
ー
タ
ー
交
換

の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
を
お
渡
し
し

ま
す
。

作
業
時
の
お
願
い

・
交
換
作
業
の
た
め
、
業
者
が
声

を
か
け
、
敷
地
内
に
入
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
作
業
後
に
も

業
者
が
声
を
お
か
け
し
ま
す
。

・
留
守
で
も
作
業
を
行
い
ま
す
。

・
作
業
を
行
う
５
～
20
分
間
は
、

水
が
使
え
ま
せ
ん
。

・
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
の
上
に
物

を
置
い
た
り
、
駐
車
し
た
り
、

犬
を
近
く
に
つ
な
い
だ
り
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。

費
無
料

取
替
期
間

　
７
～
10
月
の
毎
月
上
旬

対
検
定
有
効
期
限
が
平
成
31
年
12

月
ま
で
の
水
道
メ
ー
タ
ー（
メ
ー

タ
ー
の
蓋
の
裏
に
有
効
期
限
の

シ
ー
ル
が
貼
っ
て
あ
り
ま
す
）

※
取
替
後
に
、
に
ご
り
水
や
空
気

が
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

少
し
の
間
、
水
を
出
し
続
け
る

と
解
消
し
ま
す

問 

南
魚
沼
市
消
防
本
部 

予
防
課

　
☎
７
８
２
‐
５
３
３
０

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
10
年

経
っ
た
ら
取
り
替
え
ま
し
ょ
う

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
劣
化

や
電
池
切
れ
な
ど
で
火
事
を
感
知

し
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
た
め
交

換
が
必
要
で
す
。
交
換
の
目
安
は

設
置
し
て
か
ら
10
年
で
す
。
経
過

年
数
は
、
設
置
時
に
本
体
に
記
入

し
た
「
設
置
年
月
日
」
か
、
本
体

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
製
造
年
」

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
未
設
置
の
場
合
は
、
早
め
に
設

置
し
て
く
だ
さ
い
。


